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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　尿検体の有形成分を分析するための分析装置であって、
　検体の画像を取得するための画像取得手段と、
　前記画像取得手段によって取得された第１の検体の画像が予め記憶された画像パターン
を含むか否かを判断することによって、前記第１の検体の画像において１種類以上の有形
成分のそれぞれを特定するように構成された情報処理手段と、
　２以上の過去画像をそれぞれの画像において特定された有形成分の種類とともに記憶す
るための記憶手段とを備え、
　前記２以上の過去画像のそれぞれは、検体の画像であって、前記第１の検体の画像が前
記画像取得手段によって取得されるより前に取得された画像であり、
　前記情報処理手段は、前記２以上の過去画像から、前記第１の検体の画像において特定
された種類の有形成分を含む画像を選択し、選択された画像を前記第１の検体の画像とと
もに表示するように構成されている、分析装置。
【請求項２】
　前記第１の検体の画像において特定された有形成分の種類から１以上の種類の指定を受
け付けるための入力手段をさらに備え、
　前記情報処理手段は、前記２以上の過去画像から、さらに指定された前記種類の有形成
分を含む画像を選択し、選択された画像を表示するように構成されている、請求項１に記
載の分析装置。
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【請求項３】
　前記記憶手段は、前記２以上の過去画像のそれぞれを、各検体を提供した者と関連付け
て記憶し、
　前記第１の検体の画像が対応する検体を提供した者を特定する情報を取得するための患
者情報取得手段をさらに備え、
　前記情報処理手段は、前記２以上の過去画像から、前記患者情報取得手段が取得した情
報によって特定される者に関連付けられた画像をさらに選択し、選択された画像を表示す
るように構成されている、請求項１または請求項２のいずれか１項に記載の分析装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記２以上の過去画像のそれぞれを、各検体を提供した者の病歴と関
連付けて記憶し、
　前記第１の検体の画像が対応する検体を提供した者の病歴を特定する情報を取得するた
めの病歴取得手段をさらに備え、
　前記情報処理手段は、前記２以上の過去画像から、前記病歴取得手段が取得した情報に
よって特定される病歴と少なくとも一部が一致する病歴に関連付けられた画像をさらに選
択し、選択された画像を表示するように構成されている、請求項１～請求項３のいずれか
１項に記載の分析装置。
【請求項５】
　前記情報処理手段は、選択した画像のうち予め定められた枚数を表示するように構成さ
れている、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の分析装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、少なくとも１種類の有形成分に関連付けて他の有形成分の種類を記憶
し、
　前記情報処理手段は、前記第１の検体の画像において特定された有形成分の種類に関連
付けられた、他の種類の有形成分に関する情報を出力するように構成されている、請求項
１～請求項５のいずれか１項に記載の分析装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、少なくとも１種類の有形成分に関連付けて他の装置における尿検体に
ついての測定項目を特定する情報を記憶し、
　前記情報処理手段は、前記第１の検体の画像において特定された有形成分の種類に関連
付けられた前記他の装置における測定項目に関する情報を出力するように構成されている
、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の分析装置。
【請求項８】
　前記他の装置における測定項目は、尿定性分析についての測定項目である、請求項７に
記載の分析装置。
【請求項９】
　尿検体の有形成分を分析するための分析装置によって実行される分析方法であって、
　前記分析方法は、
　　第１の検体の画像を取得するステップと、
　　前記第１の検体の画像が予め記憶された画像パターンを含むか否かを判断することに
よって、前記第１の検体の画像において１種類以上の有形成分のそれぞれを特定するステ
ップと、を含み、
　前記分析装置は、２以上の過去画像をそれぞれの画像において特定された有形成分の種
類とともに記憶するための記憶手段を備え、
　前記２以上の過去画像のそれぞれは、検体の画像であって、前記第１の検体の画像が取
得されるより前に取得された画像であり、
　前記分析方法は、
　　前記記憶手段に記憶されている前記２以上の過去画像から、前記第１の検体の画像に
おいて特定された種類の有形成分を含む画像を選択するステップと、
　　前記選択するステップにおいて選択された画像を、前記第１の検体の画像とともに表
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示するステップとを含む、分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、分析装置、および、分析方法に関し、特に、尿検体の有形成分を分析するた
めの分析装置、および、分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、尿検査において、検体の成分を分析する装置が提案されている。たとえば、特開
平１０－１８５８０３号公報（特許文献１）は、検体の画像を自動的に撮影し、当該画像
を用いて、検体中の有形成分を分析する装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１８５８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の分析装置では、有形成分ごとに画一的な基準に基づいて判断がな
されるだけで、当該画一的な基準によっては検査結果を確定できない検体は、再検査の対
象とされた。再検査としては、用手検査が行われることが多い。用手検査は、時間を要す
るだけでなく検査員の労力も要する。このことから、尿検査では、極力用手検査の対象と
される検体の数を減らすことが求められている。
【０００５】
　本開示は、係る実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、再検査の対象となる
検体の数を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示のある局面に従うと、尿検体の有形成分を分析するための分析装置が提供される
。分析装置は、検体の画像を取得するための画像取得手段と、画像取得手段によって取得
された画像において１種類以上の有形成分のそれぞれを特定するように構成された情報処
理手段と、過去の検体の２以上の画像をそれぞれの画像において特定された有形成分の種
類とともに記憶するための記憶手段とを備える。情報処理手段は、記憶手段に記憶されて
いる過去の検体の２以上の画像から、画像取得手段によって取得された画像において特定
された種類の有形成分を含む画像を選択し、選択された画像を表示するように構成されて
いる。
【０００７】
　好ましくは、分析装置は、画像取得手段によって取得された画像において特定された有
形成分の種類から１以上の種類の指定を受け付けるための入力手段をさらに備える。情報
処理手段は、記憶手段に記憶されている過去の検体の２以上の画像から、さらに指定され
た種類の有形成分を含む画像を選択し、選択された画像を表示するように構成されている
。
【０００８】
　好ましくは、記憶手段は、過去の検体の２以上の画像のそれぞれを、各検体を提供した
者と関連付けて記憶する。画像取得手段によって取得された画像が対応する検体を提供し
た者を特定する情報を取得するための取得手段をさらに備える。情報処理手段は、記憶手
段に記憶されている過去の検体の２以上の画像から、情報取得手段が取得した情報によっ
て特定される者に関連付けられた画像をさらに選択し、選択された画像を表示するように
構成されている。
【０００９】
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　好ましくは、記憶手段は、過去の検体の２以上の画像のそれぞれを、各検体を提供した
者の病歴と関連付けて記憶する。分析装置は、画像取得手段によって取得された画像が対
応する検体を提供した者の病歴を特定する情報を取得するための病歴取得手段をさらに備
える。情報処理手段は、記憶手段に記憶されている過去の検体の２以上の画像から、病歴
取得手段が取得した情報によって特定される病歴と少なくとも一部が一致する病歴に関連
付けられた画像をさらに選択し、選択された画像を表示するように構成されている。
【００１０】
　好ましくは、情報処理手段は、選択した画像のうち予め定められた枚数を表示するよう
に構成されている。
【００１１】
　好ましくは、記憶手段は、少なくとも１種類の有形成分に関連付けて他の有形成分の種
類を記憶する。
【００１２】
　好ましくは、情報処理手段は、画像取得手段によって取得された画像において特定され
た有形成分の種類に関連付けられた、他の種類の有形成分に関する情報を出力するように
構成されている。
【００１３】
　好ましくは、記憶手段は、少なくとも１種類の有形成分に関連付けて他の装置における
尿検体についての測定項目を特定する情報を記憶する。情報処理手段は、画像取得手段に
よって取得された画像において特定された有形成分の種類に関連付けられた他の装置にお
ける測定項目に関する情報を出力するように構成されている。
【００１４】
　好ましくは、他の装置における測定項目は、尿定性分析についての測定項目である。
　本開示の他の局面に従うと、尿検体の有形成分を分析するための分析装置によって実行
される分析方法が提供される。分析装置は、過去の検体の２以上の画像をそれぞれの画像
において特定された有形成分の種類とともに記憶するための記憶手段を備える。分析方法
は、検体の画像を取得するステップと、取得された画像において１種類以上の有形成分の
それぞれを特定するステップと、記憶手段に記憶されている過去の検体の２以上の画像か
ら、取得された画像において特定された種類の有形成分を含む画像を選択するステップと
、選択するステップにおいて選択された画像を表示するステップとを含む。
【発明の効果】
【００１５】
　本開示のある局面によれば、検体において検出された有形成分と同じ成分を含むと判断
された過去の検体の画像が表示される。これにより、分析装置の使用者は、今回の検体と
近い性質を持つと考えられる検体の画像に基づいて、今回の検体に対する再検査の要否を
判断できる。当該判断の結果、再検査が不要であると判断される場合があり得る。したが
って、再検査の対象となる検体の数が低減され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】有形成分分析の結果として表示される画面の具体例を示す図である。
【図２】有形成分分析の結果として表示される画面の他の具体例を示す図である。
【図３】有形成分分析の結果として表示される画面のさらに他の具体例を示す図である。
【図４】有形成分分析の結果として表示される画面のさらに他の具体例を示す図である。
【図５】有形成分分析の結果として表示される画面のさらに他の具体例を示す図である。
【図６】第１の実施の形態の分析システムの全体構成を示す図である。
【図７】第１の実施の形態の分析システムのハードウェア構成を説明するための図である
。
【図８】第１の実施の形態の分析システムにおいて利用される情報の一例を示す図である
。
【図９】検体の有形成分分析において画像を保存するために実行される処理のフローチャ
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ートである。
【図１０】検体の有形成分分析において得られた画像を表示するために実行される処理の
フローチャートである。
【図１１】有形成分分析の結果として表示される画面のさらに他の例を示す図である。
【図１２】有形成分分析の結果として表示される画面のさらに他の例を示す図である。
【図１３】第２の実施の形態において、有形成分の画像を表示するために実行される処理
の一例のフローチャートである。
【図１４】図１３の処理によって表示される画面の一例を示す図である。
【図１５】第３の実施の形態の分析システムの全体構成を示す図である。
【図１６】第３の実施の形態の分析システムのハードウェア構成を説明するための図であ
る。
【図１７】第３の実施の形態において、有形成分の画像を表示するために実行される処理
の一例のフローチャートである。
【図１８】図１７の処理によって表示される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、図面を参照しつつ、尿検体（以下、単に「検体」ともいう）の有形成分の分析
装置を含む分析システムの実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品お
よび構成要素には同一の符号が付され、それらの名称および機能は同じである。したがっ
て、これらの説明は繰り返されない。
【００１８】
　［第１の実施の形態］
　＜１．概要＞
　第１の実施の形態の分析システムを構成する分析装置は、検体の画像を撮影し、当該画
像を用いて、検体の有形成分分析を行なう。分析装置は、検体の画像を表示し、さらに、
過去の分析において撮影された検体の画像を表示する。
【００１９】
　（１）患者本人の検査履歴の表示
　図１は、有形成分分析の結果として表示される画面の具体例を示す図である。図１に示
された画面９００は、表示欄９０１と表示欄９０２とを表示する。
【００２０】
　表示欄９０１は、検体を撮影することによって得られた１枚以上の画像を表示する。図
１に示された例では、表示欄９０１には２枚の画像が表示されている。本実施の形態の分
析装置において取得された画像は、当該画像において検出された有形成分の種類にタグ付
けされている。表示欄９０１の二枚の画像のうち左側の画像は、成分「白血球」にタグ付
けされている。右側の画像は、成分「上皮細胞」にタグ付けされている。表示欄９０１は
、各画像がタグ付けされている有形成分の種類を表わす文字列とともに、各画像を表示す
る。
【００２１】
　表示欄９０２は、有形成分分析の対象となった者（以下、「患者」ともいう）を特定す
るＩＤ（患者ＩＤ）と、当該患者の最新の画像撮影日（最新撮影日）とを表示する。図１
の例では、患者ＩＤは、「０００１」である。最新撮影日は、２０１５年１２月３日であ
る。
【００２２】
　表示欄９０２は、さらに、５種類の有形成分（赤血球、白血球、上皮細胞、円柱、およ
び、細菌）のそれぞれの分析結果を表示する。たとえば、当該分析結果において、白血球
の結果は「１－４」（個／視野）である。本実施の形態の分析装置において分析の対象と
なる有形成分の種類は、図１に示された種類に限定されず、これらのすべてを含んでいる
必要はなく、また、別の種類を含んでいても良い。
【００２３】
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　表示欄９０２は、検体において検出された有形成分のそれぞれを指定するための１つ以
上のボタンを表示する。図１の例では、検体の尿から検出された有形成分は、白血球およ
び上皮細胞である。これに対応して、表示欄９０２は、「白血球」ボタンと、「上皮細胞
」ボタンとを表示する。
【００２４】
　表示欄９０２は、さらに、「本人履歴」ボタン、および、「病歴」ボタンを表示する。
「本人履歴」ボタンは、患者の過去の検査において取得された画像を表示するためのボタ
ンである。「病歴」ボタンは、有形成分分析の対象の患者と同じ病歴を持つ他の者の検体
の画像を表示するためのボタンである。
【００２５】
　図１の画面９００において「本人履歴」ボタンが操作されると、分析装置は、図２の画
面９１０を表示する。
【００２６】
　画面９１０の表示欄９０１は、３回（２０１５年１２月３日、２０１５年６月１日、お
よび、２０１４年１２月４日）の検査のそれぞれにおいて撮影された画像を、検査の回数
ごとに、表示する。
【００２７】
　画面９１０の表示欄９０２は、「本人履歴」ボタンの表示態様を図１から変更すること
によって、画面９１０が、「本人履歴」ボタンを操作されたことによって表示された画面
であることを示す。
【００２８】
　（２）有形成分にタグ付けされた画像の表示
　分析装置は、表示される画像がタグ付けされる有形成分の種類を、指定された種類に限
定することができる。図３は、図２の画面９１０において、「白血球」ボタンが操作され
たときに表示される、画面９２０を示す。
【００２９】
　図２の例において、「白血球」ボタンは、有形成分「白血球」に対応する。これにより
、画面９２０は、図２の画面９１０の表示欄９０１に表示されていた画像のうち、有形成
分「白血球」が検出された画像を表示する。
【００３０】
　図３の画面９２０の表示欄９０２は、「本人履歴」ボタンおよび「白血球」ボタンの表
示態様を図１から変更することによって、画面９２０が、「本人履歴」ボタンおよび「白
血球」ボタンを操作されたことによって表示された画面であることを示す。
【００３１】
　（３）患者の病歴に関連する画像の表示
　分析装置は、有形成分分析の対象の患者の検体について撮影された画像を、当該患者と
同じ病歴を持つ者の検体について撮影された画像とともに表示することができる。図４は
、図１の画面９００において、「病歴」ボタンが操作されたときに表示される、画面９３
０を示す。
【００３２】
　図１の例において、「病歴」ボタンは、病歴「胃がん」に対応する。これにより、画面
９３０の表示欄９０１は、検査対象の患者の画像に加えて、病歴「胃がん」にタグ付けさ
れた別の患者の検体について撮影された画像を表示する。
【００３３】
　画面９３０は、表示欄９０１の上部に、検査対象の患者の画像を表示し、表示欄９０１
の下部に、患者ＩＤ「０００２」の患者の検体について撮影された画像を表示する。患者
ＩＤ「０００２」で特定される患者は、病歴「胃がん」にタグ付けされている。患者ＩＤ
「０００２」の画像は、２０１５年１１月２日に撮影された３枚の画像と、２０１５年７
月３１日に撮影された２枚の画像と、２０１５年４月２５日に撮影された２枚の画像とを
含む。
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【００３４】
　図４の画面９３０の表示欄９０２は、「病歴」ボタンの表示態様を図１から変更するこ
とによって、画面９３０が、「病歴」ボタンを操作されたことによって表示された画面で
あることを示す。
【００３５】
　分析装置は、さらに、表示される画像がタグ付けされる有形成分の種類を、指定された
種類に限定することができる。図５は、図４の画面９３０において「白血球」ボタンが操
作されたときに表示される、画面９４０を示す。画面９４０は、図４の画面９３０の表示
欄９０１に表示されていた、患者ＩＤ「０００１」および患者ＩＤ「０００２」の画像の
うち、有形成分「白血球」が検出された画像を表示する。
【００３６】
　図５の画面９４０の表示欄９０２は、「本人履歴」ボタンおよび「白血球」ボタンの表
示態様を図１から変更することによって、画面９４０が、「本人履歴」ボタンおよび「白
血球」ボタンを操作されたことによって表示された画面であることを示す。
【００３７】
　＜２．分析システムの構成＞
　図６は、第１の実施の形態の分析システムの全体構成を示す図である。
【００３８】
　図６に示されるように、分析システム１は、分析装置２０と、情報処理装置４０とを含
む。分析装置２０と情報処理装置４０とは、通信可能である。分析装置２０は、有形成分
分析装置の一例であり、有形成分の分析結果を情報処理装置４０へ出力する。情報処理装
置４０は、分析装置２０から出力された分析結果を表示する。
【００３９】
　分析装置２０は、本体２０Ａと、搬送部２０Ｂとを含む。本体２０Ａは、後述する制御
部２１０、試料調製部２２２、等を収容する。
【００４０】
　搬送部２０Ｂは、検体を収容する容器（スピッツ）を搬送する。より具体的には、分析
システム１において、各検体は、容器４に収容される。ラック７は、１本以上の容器４を
収容する。搬送部２０Ｂは、溝２５０を含む。搬送部２０Ｂでは、１本以上の容器４が、
ラック７に収容された状態で搬送される。
【００４１】
　本体２０Ａには、バーコードリーダ２２４が設けられている。各容器４には、各検体を
識別するためのバーコードが付されている。分析装置２０は、容器４のそれぞれのバーコ
ードをバーコードリーダ２２４で読み取ることにより、検査対象の検体のそれぞれを識別
する。
【００４２】
　図６を参照して説明された容器４の搬送態様は、単なる一例である。分析装置２０にお
いて、容器４は、ラック７に収容されることなく単独で搬送されてもよい。
【００４３】
　＜３．ハードウェア構成＞
　図７は、第１の実施の形態の分析システム１のハードウェア構成を説明するための図で
ある。
【００４４】
　まず、分析装置２０のハードウェア構成を説明する。
　分析装置２０は、制御部２１０と、通信部２２１と、試料調製部２２２と、撮影部２２
３と、バーコードリーダ２２４を含む。制御部２１０は、ＣＰＵ（Central　Processing
　Unit）２１１と記憶部２１２とを有する。ＣＰＵ２１１は、記憶部２１２に記憶されて
いるコンピュータプログラムを実行すると共に、分析装置２０の各部を制御する。記憶部
２１２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク等の記憶装置を含む。以下の説明において、
記憶部２１２は、情報の記憶場所の一例として説明される。つまり、「記憶部２１２に記
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憶される」情報は、ＣＰＵ２１１等の、本明細書において処理を実行するプロセッサがア
クセス可能な記憶装置に格納されていれば、必ずしも記憶部２１２に記憶されている必要
はない。
【００４５】
　通信部２２１は、制御部２１０からのデータを他の機器に送信し、他の機器からの情報
を制御部２１０に入力する。通信部２２１は、たとえばネットワークインタフェースカー
ドによって実現される。
【００４６】
　試料調製部２２２は、容器４内の検体と測定に必要な試薬とを混合攪拌することにより
、分析に必要な試料を調製する。
【００４７】
　撮影部２２３は、試料調製部２２２によって調製された試料の画像を撮影する。撮影部
２２３は、自動ピント合わせの機構を有する。これにより、試料調製部２２２で調整され
た試料は、撮影部２２３によって自動的に撮影される。撮影部２２３は、撮影された画像
を、制御部２１０へ出力する。
【００４８】
　バーコードリーダ２２４は、容器４に付されたバーコードを読み、読み出した情報を制
御部２１０へ出力する。
【００４９】
　ＣＰＵ２１１は、撮影された画像を用いて、有形成分分析を実行する。有形成分分析に
おいて、たとえば、ＣＰＵ２１１は、検体の画像において予め記憶された有形成分の画像
パターンが含まれるか否かを判断する。その後、ＣＰＵ２１１は、検体の画像が有形成分
の画像パターンを含むと判断すると、画像における当該有形成分の個数を計数し、当該個
数を出力する。撮影部２２３は、１つの検体に対して、複数枚の画像を撮影し、制御部２
１０へ出力してもよい。ＣＰＵ２１１は、１つの検体に対する複数の画像のうち、有形成
分の画像パターンを含む画像を、検体ごとに、当該有形成分に関連付けて、記憶部２１２
に記憶してもよい。
【００５０】
　次に、情報処理装置４０のハードウェア構成を説明する。
　情報処理装置４０は、制御部４１０と、通信部４２０とを含む。制御部４１０は、たと
えば汎用のコンピュータによって実現され、ＣＰＵ４１１と、記憶部４１２と、キーボー
ド４１３と、マウス４１４と、モニタ４１５とを有する。ＣＰＵ４１１は、通信部４２０
を介して、分析装置２０等の外部の機器と通信する。通信部４２０は、たとえばネットワ
ークインタフェースカードからなる。
【００５１】
　ＣＰＵ４１１は、記憶部４１２に記憶されているコンピュータプログラムを実行し、キ
ーボード４１３およびマウス４１４から情報の入力を受け付け、モニタ４１５に情報を出
力する。ＣＰＵ４１１は、分析装置２０から入力されたデータを、モニタ４１５に表示す
ることができる。
【００５２】
　＜４．管理テーブル＞
　図８は、第１の実施の形態の分析システムにおいて利用される情報の一例を示す図であ
る。図８の管理テーブルは、分析システムにおいて撮影された１枚以上の画像に関連付け
られた種々のデータを表わす。当該管理テーブルは、たとえば、分析装置２０の記憶部２
１２（図７参照）に格納される。以下、管理テーブルの内容を説明する。
【００５３】
　図８に示された管理テーブルは、５つの項目（患者ＩＤ、病歴、撮影日、成分、および
、画像リンク）のデータを有する。患者ＩＤは、各患者に割り当てられたＩＤである。病
歴は、各患者について登録されている病歴を示す。撮影日は、患者の検体の画像が撮影さ
れた日を示す。成分は、患者の検体の画像において検出された有形成分の種類を示す。画
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像リンクは、検体の画像のそれぞれの格納場所を示す。図８に示された例では、各画像は
、１つ以上の有形成分にタグ付けされている。
【００５４】
　画像には有形成分がタグ付けされない場合もあり得る。たとえば、撮影された画像にお
いて有形成分が検出されなかった場合、当該画像には有形成分はタグ付けされない。
【００５５】
　１枚の画像に、２以上の有形成分がタグ付けされる場合もあり得る。たとえば、「白血
球」および「上皮細胞」が検出された画像は、「白血球」および「上皮細胞」の双方がタ
グ付けされる。
【００５６】
　図８の例では、患者ＩＤ「０００１」は、病歴「胃がん」を有し、３つの撮影日（２０
１５年１２月３日、２０１５年６月１日、および、２０１４年１２月５日）のそれぞれに
撮影された画像の画像リンクに関連付けられている。患者ＩＤ「０００２」は、病歴「胃
がん」および「膀胱がん」を有し、３つの撮影日（２０１５年１１月２日、２０１５年７
月３１日、および、２０１５年４月２５日）のそれぞれに撮影された画像の画像リンクに
関連付けられている。患者ＩＤ「０００３」は、病歴「膀胱がん」を有し、３つの撮影日
（２０１５年１０月３０日、２０１５年４月２０日、および、２０１４年１０月２０日）
のそれぞれに撮影された画像の画像リンクに関連付けられている。
【００５７】
　＜５．画像保存用の処理の流れ＞
　図９は、検体の有形成分分析において画像を保存するために実行される処理のフローチ
ャートである。図９の処理は、分析装置２０のＣＰＵ２１１によって実行される。以下、
図９に示された処理の内容を説明する。
【００５８】
　ステップＳ１００で、ＣＰＵ２１１は、検体の基本データを取得する。検体の基本デー
タは、たとえば、患者のＩＤ（患者ＩＤ）および検査日を含む。基本データは、たとえば
情報処理装置４０に対して、キーボード４１３および／またはマウス４１４が用いられる
ことによって入力される。情報処理装置４０のＣＰＵ４１１は、入力された基本データを
、分析装置２０へ送信する。ＣＰＵ２１１は、情報処理装置４０から入力されることによ
り、基本データを取得する。その後、制御はステップＳ１１０へ進む。
【００５９】
　ステップＳ１１０で、ＣＰＵ２１１は、検体の画像を撮影する。１の検体について、２
枚以上の画像が撮影されてもよい。その後、制御はステップＳ１２０へ進む。
【００６０】
　ステップＳ１２０で、ＣＰＵ２１１は、撮影された画像のそれぞれにおいて、有形成分
を検出する。その後、制御はステップＳ１３０へ進む。
【００６１】
　ステップＳ１３０で、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ１２０での、画像における有形成分
の検出結果を用いて、有形成分分析の結果を生成し、当該結果を保存する。有形成分分析
の結果は、たとえば、患者ＩＤおよび検査日に関連付けられて、記憶部２１２に格納され
る。その後、制御はステップＳ１４０へ進む。
【００６２】
　ステップＳ１４０で、ＣＰＵ２１１は、各画像に、当該画像において検出された有形成
分をタグ付けする。その後、制御はステップＳ１５０へ進む。
【００６３】
　ステップＳ１５０で、ＣＰＵ２１１は、撮影された各画像を非一時的に保存する。保存
場所は、たとえば記憶部２１２である。その後、制御はステップＳ１６０へ進む。
【００６４】
　ステップＳ１６０で、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ１５０で保存された画像のデータを
図８に示されたような管理テーブルに登録する。登録される「患者ＩＤ」および「撮影日
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」のそれぞれは、たとえば、ステップＳ１００で取得された患者ＩＤおよび検査日のそれ
ぞれである。「病歴」は、たとえば図８に示された処理とは別の処理において、管理テー
ブルに登録される。「成分」は、たとえばステップＳ１２０で検出される。「画像リンク
」は、たとえば、ステップＳ１５０における画像の保存場所である。
【００６５】
　＜６．画像出力用の処理の流れ＞
　図１０は、検体の有形成分分析において得られた画像を表示するために実行される処理
のフローチャートである。図１０の処理は、分析装置２０のＣＰＵ２１１によって実行さ
れる。以下、図１０に示された処理の内容を説明する。
【００６６】
　ステップＳ２００で、ＣＰＵ２１１は、検体の基本データの入力を受け付ける。基本デ
ータは、たとえば患者ＩＤおよび検査日である。ＣＰＵ２１１は、たとえば、バーコード
リーダ２２４で検体のバーコードを取得し、当該バーコードに関連付けられた患者ＩＤお
よび検査日を取得することにより、基本データの入力を受け付ける。検体のバーコードと
基本データ（たとえば、患者ＩＤおよび検査日）とを関連付ける情報は、情報処理装置４
０に登録されている。その後、制御はステップＳ２１０へ進む。
【００６７】
　ステップＳ２１０で、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ２００に入力された基本データに対
応する分析結果を、情報処理装置４０のモニタ４１５に表示する。すなわち、ＣＰＵ２１
１は、ステップＳ２００で入力された、患者ＩＤおよび検査日に関連付けられた有形成分
分析の結果を取得し、当該結果を情報処理装置４０へ送信する。情報処理装置４０のＣＰ
Ｕ４１１は、分析装置２０から有形成分分析の結果を取得すると、当該結果をモニタ４１
５に表示する。その後、制御はステップＳ２２０へ進む。
【００６８】
　ステップＳ２２０で、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ２１０の分析結果に対応する画像を
、情報処理装置４０のモニタ４１５に表示する。すなわち、ＣＰＵ２１１は、管理テーブ
ル（図８）において、ステップＳ２００で入力された患者ＩＤおよび検査日に関連付けら
れた画像リンクを情報処理装置４０へ送信する。これに応じて、情報処理装置４０のＣＰ
Ｕ４１１は、分析装置２０から送信された画像リンクで特定される画像を、モニタ４１５
に表示する。ステップＳ２１０およびステップＳ２２０により、情報処理装置４０のモニ
タ４１５には、図１の画面９００が表示される。その後、制御はステップＳ２３０へ進む
。
【００６９】
　ステップＳ２１０の制御とステップＳ２２０の制御は、並行して実行されてもよい。ス
テップＳ２１０の制御は、ステップＳ２２０の制御の後に実行されてもよい。
【００７０】
　ステップＳ２３０で、ＣＰＵ２１１は、表示メニューとして「本人履歴」を指定された
か否かを判断する。「本人履歴」は、たとえば、図１の表示欄９０２の「本人履歴」ボタ
ンが操作されることによって指定される。ＣＰＵ２１１は、「本人履歴」が指定されたと
判断すると（ステップＳ２３０でＹＥＳ）、ステップＳ２４０へ制御を進め、「本人履歴
」が指定されていないと判断すると（ステップＳ２３０でＮＯ）、ステップＳ２５０へ制
御を進める。
【００７１】
　ステップＳ２４０で、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ２００で入力された患者ＩＤにタグ
付けされた画像リンクがリンクする画像を表示する。その後、制御はステップＳ２５０へ
進む。
【００７２】
　図２の画面９１０は、ステップＳ２４０の制御によって表示される画面の一例である。
より具体的には、たとえば、図１の画面９００に対して「本人履歴」ボタンが操作される
と、情報処理装置４０のＣＰＵ４１１は、「本人履歴」ボタンが操作されたことを分析装
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置２０へ通知する。これに応じて、分析装置２０のＣＰＵ２１１は、管理テーブル（図８
）においてステップＳ２００で入力された患者ＩＤにタグ付けされた画像リンクを、検査
日（撮影日）ごとに情報処理装置４０へ送信する。これに応じて、ＣＰＵ４１１は、分析
装置２０から受信した画像リンクによって特定される画像を、検査日（撮影日）ごとに、
モニタ４１５に表示する。この場合、図２の画面９１０の表示欄９０１に表示される各画
像は、ステップＳ２００で入力された患者ＩＤにタグ付けされた画像リンクのそれぞれに
よって特定される画像である。
【００７３】
　ステップＳ２５０で、ＣＰＵ２１１は、表示メニューとして有形成分が指定されたか否
かを判断する。有形成分は、たとえば図１の表示欄９０２の各有形成分に対応するボタン
が操作されることによって指定される。ＣＰＵ２１１は、有形成分が指定されたと判断す
ると（ステップＳ２５０でＹＥＳ）、ステップＳ２６０へ制御を進め、有形成分が指定さ
れていないと判断すると（ステップＳ２５０でＮＯ）、ステップＳ２７０へ制御を進める
。
【００７４】
　ステップＳ２６０で、ＣＰＵ２１１は、管理テーブル（図８）において、ステップＳ２
５０で指定された有形成分にタグ付けされた画像を表示する。その後、制御はステップＳ
２３０へ戻る。
【００７５】
　図３の画面９２０は、ステップＳ２６０の制御によって表示される画面の一例である。
より具体的には、たとえば、図２の画面９１０に対して「白血球」ボタンが操作されると
、情報処理装置４０のＣＰＵ４１１は、「白血球」ボタンが操作されたことを分析装置２
０へ通知する。これに応じて、分析装置２０のＣＰＵ２１１は、図２の画面９１０の表示
欄９０１に表示されている画像のうち、有形成分「白血球」にタグ付けされている画像の
みを表示する指示を、情報処理装置４０へ送信する。これに応じて、情報処理装置４０の
ＣＰＵ４１１は、表示欄９０１を、有形成分「白血球」にタグ付けされている画像のみを
表示するように、更新する。これにより、モニタ４１５の表示は、図２の画面９１０から
図３の画面９２０へ切り替えられる。
【００７６】
　図５の画面９４０は、ステップＳ２６０の制御によって表示される画面の他の例である
。より具体的には、たとえば、図４の画面９３０に対して「白血球」ボタンが操作される
と、情報処理装置４０のＣＰＵ４１１は、「白血球」ボタンが操作されたことを分析装置
２０へ通知する。これに応じて、分析装置２０のＣＰＵ２１１は、図４の画面９１０の表
示欄９０１に表示されている画像のうち、有形成分「白血球」にタグ付けされている画像
のみを表示する指示を、情報処理装置４０へ送信する。これに応じて、情報処理装置４０
のＣＰＵ４１１は、表示欄９０１を、有形成分「白血球」にタグ付けされている画像のみ
を表示するように、更新する。これにより、モニタ４１５の表示は、図４の画面９３０か
ら図５の画面９４０へ切り替えられる。
【００７７】
　ステップＳ２７０で、ＣＰＵ２１１は、表示メニューとして「病歴」が指定されたか否
かを判断する。「病歴」は、たとえば図１の表示欄９０２の「病歴」ボタンが操作される
ことによって指定される。ＣＰＵ２１１は、「病歴」が指定されたと判断すると（ステッ
プＳ２７０でＹＥＳ）、ステップＳ２８０へ制御を進め、「病歴」が指定されていないと
判断すると（ステップＳ２７０でＮＯ）、ステップＳ２３０へ制御を戻す。
【００７８】
　ステップＳ２８０で、ＣＰＵ２１１は、管理テーブル（図８）において、ステップＳ２
００で入力された患者ＩＤがタグ付けされている病歴と同じ病歴を有する患者ＩＤを特定
し、特定された患者ＩＤにタグ付けされている画像を表示する。その後、制御はステップ
Ｓ２３０へ戻る。
【００７９】



(12) JP 6805492 B2 2020.12.23

10

20

30

40

50

　図４の画面９３０は、ステップＳ２８０の制御によって表示される画面の一例である。
より具体的には、たとえば、図１の画面９００に対して「病歴」ボタンが操作されると、
情報処理装置４０のＣＰＵ４１１は、「病歴」ボタンが操作されたことを分析装置２０へ
通知する。これに応じて、分析装置２０のＣＰＵ２１１は、管理データベース（図８）に
おいて、患者ＩＤ「０００１」にタグ付けされている病歴と同じ病歴にタグ付けされた患
者ＩＤを特定する。図８の例において特定されるのは、患者ＩＤ「０００２」である。そ
の後、ＣＰＵ２１１は、情報処理装置４０に、当該患者ＩＤ「０００２」にタグ付けされ
た画像リンクで特定される画像を表示することを指示する。当該指示に応じて、情報処理
装置４０のＣＰＵ４１１は、画面９００に、患者ＩＤ「０００２」にタグ付けされた画像
を追加する。これにより、モニタ４１５には、図４の画面９３０が表示される。
【００８０】
　以上説明された図１０の処理において、ステップＳ２３０，ステップＳ２５０，ステッ
プＳ２７０の制御の順序は、図１０に示されたものに限定されない。これらの３つの制御
の実行の順序は、任意に入れ替えられることが可能である。
【００８１】
　第１の実施の形態では、分析装置２０は、有形成分分析において撮影された画像を、患
者ＩＤと、当該画像において検出された有形成分とにタグ付けする。
【００８２】
　分析装置２０は、患者の有形成分分析において撮影された画像を表示する（図１）。
　分析装置２０は、表示メニューとして履歴を指定されると、画面に、当該患者の過去の
有形成分分析において撮影された画像を追加する（図２）。
【００８３】
　分析装置２０は、表示メニューとして有形成分の指定を受付けると、画面に表示される
画像を、指定された有形成分にタグ付けされた画像に限定する（図３，図５）。
【００８４】
　画像は、患者の病歴にタグ付けされていてもよい。分析装置２０は、表示メニューとし
て病歴を指定されると、画面に、分析対象の患者の病歴と同じ病歴にタグ付けされている
他の患者の検体について撮影された画像を追加する（図４）。分析対象の患者の病歴が、
２以上の病名を含む場合、「同じ病歴」は、病歴に含まれる病名のすべてが一致している
ことを意味する場合もあるし、病歴に含まれる病名の少なくとも一部が一致していること
を意味する場合もある。
【００８５】
　以上説明された第１の実施の形態では、画像は、関連付けられた有形成分の名称と共に
表示された。なお、画像は、必ずしも、当該画像が関連付けられている有形成分の名称と
ともに表示される必要はない。
【００８６】
　１枚の画像に多数の有形成分が混在し得る場合、混在している有形成分の名称が表示欄
９０２に表示されてもよい。表示欄９０２に表示された名称が選択されると、表示された
画像において選択された名称の有形成分に対応する部分にマークが付されてもよい。
【００８７】
　たとえば、図１１の画面９９０は、表示欄９０１と表示欄９０２とを含む。表示欄９０
１は、検体の画像を表示する。図１１の画面９９０において、表示欄９０２内の「白血球
」ボタンが操作されたときに表示される画面が、図１２に示される。
【００８８】
　図１２の画面９９１では、表示欄９０２内の「白血球」ボタンが強調されて表示されて
いる。図１２の画面９９１では、さらに、表示欄９０１内の画像において、白血球に対応
する部分にマーク９０１Ａが表示される。
【００８９】
　［第２の実施の形態］
　＜１．概要＞
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　第２の実施の形態の分析装置２０は、少なくとも１種類の有形成分を他の有形成分と関
連付ける情報を有する。或る有形成分の分析結果が予め定められた結果となった場合、分
析装置２０は、有形成分分析において撮影された画面を表示し、さらに、撮影された画像
において当該有形成分に関連付けられた他の有形成分を含む情報を表示する。
【００９０】
　＜２．画像出力用の処理の流れ＞
　図１３は、第２の実施の形態のＣＰＵ２１１が有形成分の画像を表示するために実行す
る処理の一例のフローチャートである。図１３に示された処理は、図１０に示された処理
と比較して、ステップＳ２１０の後に、ステップＳ２１２の制御をさらに含む。
【００９１】
　ステップＳ２１０の制御は、ステップＳ２２０の制御と並行して実行されてもよいし、
ステップＳ２２０の制御の後に実行されてもよい。
【００９２】
　ここで、ステップＳ２１２の制御は、ステップＳ２１０の制御またはステップＳ２２０
の制御と並行して実行されてもよいし、ステップＳ２１０の制御とステップＳ２２０の制
御との間に実行されてもよい。
【００９３】
　ステップＳ２１０で、有形成分分析の結果を表示した後、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ
２１２で、有形成分分析において予め定められた条件が成立した有形成分について、当該
有形成分に関連付けられた他の有形成分に関する情報を出力する。その後、制御はステッ
プＳ２２０へ進む。
【００９４】
　図１４は、ステップＳ２１２の制御によって表示される画面の一例を示す図である。図
１４の画面９５０において、枠９５１内に示されたメッセージが、上記の「他の有形成分
に関する情報」の一例である。図１４を参照して、ステップＳ２１２の制御の具体例を説
明する。
【００９５】
　分析装置２０の記憶部２１２は、１種類以上の有形成分を他の有形成分に関連付ける情
報を格納する。当該情報は、たとえば、有形成分「白血球」に、有形成分「上皮細胞」を
関連付け、さらに、有形成分分析の結果について「１個／視野」以上であるという条件を
関連付ける。
【００９６】
　たとえば、ステップＳ２１２で、ＣＰＵ２１１は、有形成分分析において得られた結果
が、記憶部２１２に格納された情報を満たすかどうかを判断する。得られた結果において
有形成分「白血球」についての分析結果が「１個／視野」以上である場合、当該結果は、
記憶部２１２に格納された条件を満たす。したがって、ＣＰＵ２１１は、有形成分「白血
球」に関連付けられた有形成分「上皮細胞」において、図１４の枠９５１内に表示する情
報を生成する。枠９５１内に表示されるメッセージは、予め記憶部２１２に格納されてお
り、ＣＰＵ２１１は、当該格納されたメッセージを読み出すことによって枠９５１内に表
示する情報を生成してもよい。
【００９７】
　図１４の例では、枠９５１内のメッセージは、有形成分分析において白血球が検出され
ているにも拘わらず上皮細胞が検出されていないため、撮影された画像において上皮細胞
を探すことを促す。記憶部２１２には、有形成分「白血球」について、他の有形成分（有
形成分「上皮細胞」）の結果が「０個／視野」以下であるという条件がさらに格納されて
いてもよい。枠９５１は、当該さらなる条件が満たされた場合に、表示されてもよい。
【００９８】
　その後、第２の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に、表示欄９０２において表
示された各種のボタンが操作されるたびに、表示欄９０１内に表示される画像が調整され
る。枠９５１は、画面において継続的に表示されていてもよいし、何らかのボタンが操作
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されたことに応じて表示を終了してもよい。
【００９９】
　第２の実施の形態によれば、分析装置２０の利用者は、枠９５１として、有形成分分析
における各有形成分の分析結果から想定される、他の有形成分についての情報を取得する
。
【０１００】
　［第３の実施の形態］
　＜１．概要＞
　第３の実施の形態の分析システム１では、有形成分分析における少なくとも１種類の有
形成分が、他の装置における検体の測定結果の項目に関連付けられている。第３の実施の
形態の分析装置２０は、有形成分分析の結果とともに、有形成分に関連付けられた他の装
置における測定結果の項目に関する情報を出力する。
【０１０１】
　たとえば、有形成分「赤血球」について、定性分析の測定結果の項目「尿潜血反応」が
関連付けられる。分析装置２０は、有形成分分析において検体から有形成分「赤血球」が
検出された場合、有形成分分析の結果とともに、定性分析の項目「尿潜血反応」について
の情報を出力する。
【０１０２】
　＜２．分析システムの構成＞
　図１５は、第３の実施の形態の分析システムの全体構成を示す図である。第３の実施の
形態の分析システム１は、画像を用いて有形成分を分析する分析装置２０に加えて、検体
の定性分析を実行する分析装置１０を備える。
【０１０３】
　より具体的には、図１５の分析システム１は、分析装置１０と、分析装置２０と、情報
処理装置４０と、搬送装置５０とを含む。分析装置１０は、検体の定性分析を実行する。
分析装置２０は、検体の画像を用いて、当該検体の有形成分分析を実行する。情報処理装
置４０は、分析装置２０から出力される画像を表示し、使用者からの情報の入力を受け付
ける。搬送装置５０は、分析装置１０から分析装置２０へ検体を搬送する。
【０１０４】
　搬送装置５０は、ラック７（図６参照）を搬送するための溝５００を含む。分析装置１
０は、各検体に付されたバーコードを読み取るためのバーコードリーダ１２４を備える。
【０１０５】
　＜３．ハードウェア構成＞
　図１６は、第３の実施の形態の分析システム１のハードウェア構成を説明するための図
である。
【０１０６】
　図１６に示さるように、第３の実施の形態の分析システム１は、図７に示された第１の
実施の形態のハードウェア構成と比較して、さらに、分析装置１０および搬送装置５０を
含む。
【０１０７】
　分析装置１０は、制御部１１０と、通信部１２１と、第１の検出部１２２と、第２の検
出部１２３と、バーコードリーダ１２４とを含む。制御部１１０は、ＣＰＵ１１１と記憶
部１１２とを有する。ＣＰＵ１１１は、記憶部１１２に記憶されているコンピュータプロ
グラムを実行すると共に、分析装置１０の各部を制御する。記憶部１１２は、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、ハードディスク等の記憶装置を含む。
【０１０８】
　通信部１２１は、制御部１１０からのデータを他の機器に送信し、他の機器からの情報
を制御部１１０に入力する。通信部１２１は、たとえばネットワークインタフェースカー
ドによって実現される。
【０１０９】
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　第１の検出部１２２は、検体に各測定項目（潜血濃度、蛋白濃度、白血球濃度（白血球
エステラーゼ反応）、亜硝酸塩濃度、及びブドウ糖濃度）のそれぞれに対応した試験紙を
浸し、夫々の試験紙の変色の度合いから各測定項目について測定する。第１の検出部１２
２は、制御部１１０のＣＰＵ１１１からの指示に応じて、測定を開始する。第１の検出部
１２２は、潜血濃度、蛋白濃度、白血球濃度、亜硝酸塩濃度、及びブドウ糖濃度を、たと
えば、それぞれの試験紙の変色度合いを（－）、（±）、（＋）、（２＋）、（３＋）、
…、（７＋）の９段階に自動的に分類し、各項目の検査結果として制御部１１０へ出力す
る。
【０１１０】
　第２の検出部１２３は、検体の屈折率を検出し、当該屈折率から検体の比重を測定する
。第２の検出部１２３は、制御部１１０のＣＰＵ１１１からの指示に応じて、測定を開始
する。第２の検出部１２３は、検出結果である比重を、制御部１１０へ出力する。
【０１１１】
　バーコードリーダ１２４は、容器４に付されたバーコードを読み、読み出した情報を制
御部２１０へ出力する。
【０１１２】
　搬送装置５０は、制御部５１０と通信部５２０とを含む。制御部５１０は、ＣＰＵ５１
１と、記憶部５１２と、駆動部５１３と、センサ５１４とを含む。
【０１１３】
　駆動部５１３は、ラック７を搬送するために回転するモータを駆動する。
　ＣＰＵ５１１は、駆動部５１３の動作を制御する。
【０１１４】
　記憶部５１２は、ＣＰＵ５１１によって実行されるプログラム、および、当該プログラ
ムの実行に利用されるデータを格納する。
【０１１５】
　センサ５１４は、溝５００内の物体の有無を検出する。センサ５１４は、検出結果をＣ
ＰＵ５１１へ出力する。センサ５１４から入力される検出結果に基づいて、ＣＰＵ５１１
は、たとえば、溝５００内のどこにラック７が位置するかを特定する。
【０１１６】
　ＣＰＵ２１１は、搬送装置５０を制御することにより、分析装置１０における定性分析
の対象となった検体を、分析装置２０へ搬送する。
【０１１７】
　図１６に示された例では、分析装置１０、分析装置２０、および、情報処理装置４０は
、互いに通信可能である。搬送装置５０は、情報処理装置４０と通信可能である。当該通
信の態様は、単なる一例である。分析装置２０は、情報処理装置４０を介してのみ、分析
装置１０と通信してもよい。装置間の通信は、有線であってもよいし、無線であってもよ
い。
【０１１８】
　＜４．情報出力用の処理の流れ＞
　図１７は、第３の実施の形態のＣＰＵ２１１が有形成分の画像を表示するために実行す
る処理の一例のフローチャートである。図１７に示された処理は、図１０に示された処理
と比較して、ステップＳ２１０の前にステップＳ２０２の制御をさらに含み、また、ステ
ップＳ２１０の後にステップＳ２１４の制御をさらに含む。
【０１１９】
　ステップＳ２１０の制御は、ステップＳ２２０の制御と並行して実行されてもよいし、
ステップＳ２２０の制御の後に実行されてもよい。
【０１２０】
　ここで、ステップＳ２１４の制御は、ステップＳ２１０の制御またはステップＳ２２０
の制御と並行して実行されてもよいし、ステップＳ２１０の制御とステップＳ２２０の制
御との間に実行されてもよい。
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【０１２１】
　さらに、ステップＳ２０２の制御は、分析装置１０における分析処理が遅れた場合など
には、ステップＳ２１０、ステップＳ２１４またはステップＳ２２０のいずれかと並行し
て実行されてもよいし、ステップＳ２１０の制御とステップＳ２２０の制御との間に実行
されてもよい。
【０１２２】
　図１７の処理において、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ２００で検体の基本データの入力
を受け付けた後、ステップＳ２０２で、当該検体の定性分析の結果を取得する。ＣＰＵ２
１１は、たとえば、分析装置１０に対して、ステップＳ２００で取得したバーコードに関
連付けられた定性分析の結果を要求し、当該要求の応答として、上記検体の定性分析の結
果を取得する。その後、制御はステップＳ２１０へ進む。
【０１２３】
　ステップＳ２１０で有形成分分析の結果を表示した後、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ２
１４で、有形成分分析において検出された有形成分に関連付けられた、他の装置における
測定項目に関する情報を、情報処理装置４０のモニタ４１５に表示する。その後、制御は
ステップＳ２２０へ進む。
【０１２４】
　ステップＳ２２０で、ＣＰＵ２１１は、ステップＳ２１０の分析結果に対応する画像を
、情報処理装置４０のモニタ４１５に表示する。その後、制御はステップＳ２３０へ進む
。
【０１２５】
　図１８は、ステップＳ２１０，ステップＳ２１４，およびステップＳ２２０の制御によ
って表示される画面の一例を示す図である。図１８の画面９６０において、枠９６１内に
表示されたメッセージが、ステップＳ２１４において表示される、他の装置における測定
項目に関する情報の一例である。
【０１２６】
　分析装置２０の記憶部２１２は、１種類以上の有形成分を他の装置の測定結果の項目に
関連付ける情報を格納する。当該情報は、たとえば、有形成分「赤血球」に、定性分析の
項目「尿潜血反応」を関連付ける。有形成分分析において有形成分「赤血球」が検出され
た場合、ステップＳ２１４では、ＣＰＵ２１１は、当該「赤血球」に関連付けられた項目
「尿潜血反応」に関するメッセージを、枠９６１内に表示する。枠９６１内に表示される
メッセージの内容は、ＣＰＵ２１１が有形成分分析および／または定性分析の結果に応じ
て生成してもよいし、予め記憶部２１２に格納されていてもよい。
【０１２７】
　記憶部２１２は、さらに、定性分析の項目に関する情報を表示するか否かについての条
件を記憶していてもよい。当該条件は、たとえば、有形成分分析と定性分析の双方の結果
が整合しないと状態を規定する。当該条件の具体例は、有形成分「赤血球」と定性分析の
項目「尿潜血反応」との組合せに対して、有形成分「赤血球」が１（個／視野）以上検出
されており、かつ、定性分析の項目「尿潜血反応」の結果が（－）であることである。枠
９６１内のメッセージは、このような条件が成立する場合にも対応する。すなわち、枠９
６１内のメッセージは、有形成分分析における赤血球の検出が定性分析における尿潜血反
応の結果と整合しないため、有形成分分析における赤血球の結果の確認を促す。
【０１２８】
　第３の実施の形態における「他の装置における検体の測定結果の項目」は、定性分析の
測定項目に限定されず、分析装置２０と異なる方式（たとえば、フローサイトメトリ）に
よる有形成分分析の項目であってもよい。たとえば、ある有形成分について、分析装置２
０における画像を用いた分析の結果と、他の装置におけるフローサイトメトリによる分析
の結果とが異なる場合、分析装置２０は、当該有形成分についての分析結果の確認を促す
情報を表示する。
【０１２９】



(17) JP 6805492 B2 2020.12.23

10

　今回開示された各実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される
。また、実施の形態および各変形例において説明された発明は、可能な限り、単独でも、
組合わせても、実施することが意図される。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　分析システム、４　容器、７　ラック、１０，２０　分析装置、２０Ａ　本体、２
０Ｂ　搬送部、４０　情報処理装置、５０　搬送装置、１１１，２１１，４１１　ＣＰＵ
，９００，９１０，９２０，９３０，９４０，９５０，９６０　画面。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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